
■お会計の際に補助券をご提出ください。
■飲食代金合計1,000円(税込)ごとに食事利用補助券1枚(500円)が利用できます。
2,000円以上で2枚(1,000円)、3,000円以上で3枚(1,500円)が利用できます。

利用できます！

９月１日(金) ～ １１月３０日(木)

９月１日(金) ～ １０月３１日(火) 和菓子共通補助券もご利用いただけます！

川崎アゼリアのデリチカゾーンにある川崎屋 東照では同じく川崎市勤労者福祉共済が
発行している和菓子共通補助券が利用できます。この機会にぜひ活用ください！

■お会計の際に補助券をご提出ください。
■500円(税込)ごとに1枚ご利用いただけます。

川崎市勤労者福祉共済発行


